
令和７年度 第１回花巻新渡戸記念館運営協議会 

 

日 時：令和７年 12月 16日（火）午後１時 30分 

場 所：花巻新渡戸記念館 事務室 

 

 

次  第 

 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議 事 

（１）令和６年度事業報告について 

（２）令和７年度事業について 

（３）令和８年度事業計画（案）について 

４ そ の 他 

５ 閉 会 



花巻新渡戸記念館運営協議会 

 

【委員】 任期：令和６年７月１日～令和８年６月３０日 
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（敬称略、会長、会長職務代理以外の委員は五十音順） 
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議題１ 令和６年度事業報告について 

 

Ⅰ 実施事業 

１ 展示事業（特別展、企画展） 

 （１）特別展Ⅰ「新渡戸稲造の著書Ⅲ」 

① 開催期日  令和６年６月 15日～９月 29日（107日間） 

② 入館者数  2,847人 

③ 概 要 

３回シリーズの最後。1927（昭和２）年、稲造 65 歳の時、国際連盟事務次長時代に、ヨー

ロッパ各地で行った日本紹介の講演及び寄稿をまとめた『日本人の特質と外来の影響』から、

帰国後に国内で若者を主に行った講演や雑誌に寄稿した人生論をまとめた出版物までの 8冊を

紹介した。 
 

（２）特別展Ⅱ「島善鄰没後 60年収蔵展」 

① 開催期日  令和６年 11月 18日～12月６日（19日間） 

② 入館者数  376人 

③ 概 要 

      島善鄰、没後 60年。当館所蔵の善鄰の遺品と遺墨を中心に紹介した。 

 

（３）花巻市内文化施設共同企画展「リンゴ博士・島善鄰」 

① 開催期日  令和６年 12月 7日～令和 7年 1月 26日（46日間） 

② 入館者数  546人 

   ③ 概 要 

共同企画展は、平成 22 年度から「文化によるまちづくり」を推進する事業の一環として

生涯学習部が中心となって、各文化施設が同一テーマにて先人・偉人を顕彰する事業を展開

しているものである。 

「リンゴ博士」で、北海道大学学長も務めた島善鄰について、善鄰の一生をイラストパネ

ルで紹介した。併せて「切り絵・りんごのある風景 阿部正介作品展」を開催した。 

   ④ 共同企画展バスツアー  12月 21日（土）開催 

   ⑤ 参 考 

     ・萬鉄五郎記念美術館「東和モンパルナス―岩手の小さな町に集った美術家たち―」 

・高村光太郎記念館「光太郎が聴いたクラシックと蓄音機」 

・花巻市総合文化財センター「縄文ムラの人々」 

 

（４）特別展Ⅲ「花巻の春～桃の節句」 

① 開催期日  令和７年２月 11日～３月 31日（49日間） 

② 入館者数  1,173人 

③ 概 要 

当館所蔵の花巻新渡戸家ゆかりの雛人形のほか、市内旧家に伝わる花巻人形や市民の方の

手作り雛などを展示した。 
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２ 教育・普及事業 

（１）移動研修「新渡戸ゆかりの地を訪ねるツアー」 

① 開催期日  令和６年 11月 29日（金） 

② 参加人数  20人 

③ 訪 問 地  盛岡市 原敬記念館 

④ 概 要 

一般市民から参加者を公募し、当時に思いを馳せ新渡戸ゆかりの地を巡った。 

 

（２）開館記念行事「新渡戸フェスティバル」 

① 開催期日  令和６年 10月 19日（土） 

②  参加人数  385人 

③ 概 要 

・ 開館記念行事として当日は無料開放。 

・ 安野地域で伝承されている神楽と園児の神楽と和太鼓の公演を行った。 

・ 後藤新平記念館 館長 佐藤彰博氏による講演会を開催した。 

・ お茶会も開催。 

 

（３）研修・講演会等（館長対応分） 

① 国際姉妹都市ホットスプリングス市市民訪問団に説明・案内 

（令和６年９月 12日：館内） 

② 移動研修「新渡戸ゆかりの地を訪ねるツアー」で講話 

（令和６年 11月 29日：移動車中） 

③ 平塚市・花巻市友好都市提携 40周年記念式典出席のため平塚市長が来館の際に説明・案内 

（令和７年２月１日：館内） 

④ 平塚市・花巻市友好都市提携 40周年記念式典市民ツアーに講話 

（令和７年２月２日：館内） 

 

Ⅱ 入館者状況等 

 １ 入館者数 

 （１）入館者数の推移                             （単位：人） 

 年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計 

 Ｒ２ 0 0 177 479 571 749 918 971 299 165 374 653 5,356 

 Ｒ３ 387 370 240 299 267 219 637 1069 418 215 330 603 5,054 

 Ｒ４ 431 633 664 490 829 690 1,067 723 253 281 382 831 7,274 

 Ｒ５ 607 900 806 850 1,006 803 1,452 758 244 374 592 641 9,033 

 Ｒ６ 726 885 707 686 1,061 722 1,258 771 356 277 565 740 8,754 

※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、令和２年度は 4/1～5/31まで、令和３年度は 8/14 

～9/24まで休館。また、電気設備修繕等のため、令和３年度は 10/20、令和４年度は 9/27、 

令和６年度は 10/23・24に臨時休館。 
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（２）入館者数の内訳 

 
年度 個 人 団 体 

共通券 
免除者 計 前年比 

 当館販売分 他館販売分 

 Ｒ２ 2,113人 58人 525人 1,651人 1,009人 5,356人 46.3％ 

 Ｒ３ 1,320人 78人 452人 1,534人 1,670人 5,054人 94.4％ 

 Ｒ４ 1,975人 20人 815人 2,840人 1,624人 7,274人 143.9％ 

 Ｒ５ 2,507人 190人 1,062人 3,607人 1,667人 9,033人 124.2％ 

 Ｒ６ 2,578人 434人 1,066人 3,285人 1,391人 8,754人 96.9％ 

 

（３）入館券引換券（観光クーポン券）による入館者について 

旅行業法に定める「旅行業」「旅行業者代理業」で市と契約を締結した業者について、観光クー

ポン券等（入館券引換券）を用いて入館し、料金をまとめて後納することができるもの。 

この方法による場合、業者に入館料金の 10％を手数料として支払う。 

① 実施時期 平成 28年８月から 

② 実施施設 

花巻新渡戸記念館、宮沢賢治記念館、宮沢賢治童話村、花巻市博物館、萬鉄五郎記念美術館、

高村光太郎記念館、花巻市総合文化財センター、大迫郷土文化保存伝習館、南部杜氏伝承館、

石鳥谷歴史民俗資料館、石鳥谷農業伝承館 

③ 契約業者 

一般社団法人花巻観光協会、㈱十和田電鉄観光社（青森県十和田市）、宮交観光サービス㈱

（仙台市）、㈱関東バス旅行社（宇都宮市）、弘南観光開発㈱（弘前市）、㈱ジェイティービー（東

京都品川区）、㈱東日トラベル（仙台市）、東武トップツアーズ㈱（東京都墨田区）、㈱エイチ・

アイ・エス（東京都新宿区）、㈱日本旅行（東京都中央区）、㈱ジャルパック（東京都品川区） 

※ ㈱ジャルパックの契約施設は、宮沢賢治記念館・宮沢賢治童話村のみ。 

④ 観光クーポン券の年度別利用者数 

 業者名 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

 一般社団法人花巻観光協会 285人 70人 138人 302人 317人 

 宮交観光サービス㈱ 人 人 人 人 人 

 ㈱ジェイティービー 72人 人 30人 129人 321人 

 ㈱日本旅行 人 17人 人 人 人 

 合  計 357人 87人 168人 431人 638人 

 

（４）キャッシュレス決済による入館について 

① 開始時期   令和２年６月から 

② 決済の種類  PayPay 

③ 当館では、令和３年度までの利用実績はなく、令和４年度の利用者数は 23 人、令和５年度

の利用者数は 13人、令和６年度の利用者数は 10人。（参考：令和７年度の利用者数は 11月末

時点で 12人の利用。） 

④ 決済システムの利用料率  1.5％（市が負担） 

⑤ 実施施設 

花巻新渡戸記念館、宮沢賢治記念館、宮沢賢治童話村、花巻市博物館、萬鉄五郎記念美術館、
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高村光太郎記念館、花巻市総合文化財センター、鉛温泉スキー場 

 

（５）来館者アンケート 

アンケート期間 令和６年４月 15日（再開）～令和７年３月 31日（参考資料のとおり） 

 

２ 決算の概要等 

（１）歳入                                  （単位：円） 

 収入項目 収入金額 備   考 

 行政財産使用料 875 駐車場の清涼飲料水自動販売機設置分使用料 

 
入 館 料 1,502,700 

入館者 8,754人のうち、免除者 1,391人、他館購入者 3,285人を

除く 4,078人分 

 図録・書籍販売収入 67,240 購入冊数：87冊 

 

（２）歳出の概要等                              （単位：円） 

 
支出項目 

一般行政経費 主要経費 
合  計 

 管理運営費 人件費 維持保全経費 企画展示事業費 

 報 酬 0 1,441,149 0 0 1,441,149 

 職員手当等 0 74,916 0 0 74,916 

 報 償 費 0 0 0 94,629 94,629 

 旅 費 1,760 14,000 0 0 15,760 

 需 用 費 4,868,852 0 130,900 555,874 5,555,626 

 役 務 費 369,506 0 0 72,700 442,206 

 委 託 料 14,914,640 0 1,171,500 580,800 16,666,940 

 使用料及び 

賃 借 料 
308,970 0 0 0 308,970 

 備品購入費 28,600 0 0 0 28,600 

 合  計 20,492,328 1,530,065 1,302,400 1,304,003 24,628,796 

 

  ① 維持保全経費 計画修繕 

・ 照明器具 LED化業務 1,100,000円 
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議題２ 令和７年度事業について 

 

１ 基本方針 

多くの市民に花巻地域の歴史や文化に触れていただき郷土に対する愛着や誇りを醸成するため、

花巻地域の開発に貢献した新渡戸氏の顕彰と新渡戸家に関わりのあった先人達の業績を紹介しま

す。 

併せて、父祖から受け継がれた資質が結実し、世界平和を希求した国際人･新渡戸稲造の足跡を

辿り、花巻の文化資源の再認識に努めます。さらに、地域に根差した記念館を目指し、住民参加型

の事業展開を目指します。 

 

２ 展示事業 

 期 間 等 事 業 名 内 容 

 令和７年 

６月 14日  

～９月 28日 

[特別展Ⅰ] 

「新渡戸氏が見た原風景 

      多田民雄展」 

今に伝えたい新渡戸家周辺の風景、絵画展。 

故多田民雄氏の作品を紹介する。 

 令和 7年 

11月１日 

～12月 14日 

[特別展Ⅱ] 

「収蔵書画展」 
当館に所蔵されている書や絵画を紹介する。 

 令和８年 

１月 24日 

～4月 3日 

[特別展Ⅲ] 

「雛人形展」 

当館所蔵の雛人形のほか、市内旧家に伝わる花巻人

形などを一堂に会して展示し、一足早く春の息吹を

来館者に感じていただく。 

 

３ 教育・普及事業 

 期 間 等 事 業 名 内 容 

 

令和７年 

10月 18日 

開館記念行事 

「新渡戸フェスティバル」 

・地域に根差した記念館として、再認識していただ

けるように無料開放日とする。 

・安野地域で伝承されている神楽、こども園園児に

よる神楽(しんがく)と和太鼓の公演を行う。 

・生涯学習事業の一環として講演会を開催する。 

演 題 「シドモア桜と新渡戸稲造」 

講 師  梅本 千晶 氏 

（シドモア桜の会 横浜 代表理事） 

・シドモア桜の植樹 

寄 贈  シドモア桜の会 横浜、NPO法人育桜会 

・地元の協力を得てお茶会を開催する。 

 令和 7年 

11月７日 
移動研修 

市広報により参加者を公募し、新渡戸氏ゆかりの地

を訪ねる。訪問先：もりおか歴史文化館 

 
通 年 出前講座 

各学校のほか、市内外の各種団体の要望に応じて講

座・講演等を行う。 
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４ その他の事業 

 期 間 等 事 業 名 内 容 

 

通 年 
新渡戸記念館「友の会」会員

募集の推進 

市民に当記念館の存在と、花巻と新渡戸氏の関わり

を広く周知させることを目的として、友の会の会員

を募集する。（Ｒ7.12.１ 現在の会員数 35名） 

 

５ 令和７年度 入館利用者数の目標について 

入館利用者数の目標値 10,000人 

 

６ アンケートについて  アンケート期間 令和７年４月１日～11 月末分まで（参考資料のとおり） 

 

７ 令和７年度 予算の概要等 

開館から 30 年以上経過し、施設及び設備関係の老朽化がいたるところで進んでいることから、

来館者へのサービスが低下しないように記念館の管理運営に努める。 

 

（１）歳入                                  （単位：円） 

 収入項目 収入金額 備   考 

 行政財産使用料 1,000 駐車場の清涼飲料水自動販売機設置分使用料 

 入 館 料 2,280,000  

 図録・書籍販売収入 84,000  

 

（２）歳出の概要等                              （単位：円） 

 
支出項目 

一般行政経費 主要経費 
合  計 

 管理運営費 人件費 維持保全経費 企画展示事業費 

 報 酬 0 2,004,000 0 0 2,004,000 

 職員手当等 0 76,000 0 0 76,000 

 報 償 費 24,000 0 0 100,000 124,000 

 旅 費 75,000 98,000 0 0 173,000 

 需 用 費 5,073,000 0 840,000 556,000 6,469,000 

 役 務 費 431,000 0 0 95,000 526,000 

 委 託 料 17,247,000 0 4,983,000 624,000 22,854,000 

 使用料及び 

賃 借 料 
312,000 0 0 0 312,000 

 備品購入費 58,000 0 0 0 58,000 

 合  計 23,220,000 2,178,000 5,823,000 1,375,000 32,596,000 

① 維持保全経費 計画修繕 

・ 荷解室内壁塗替え等修繕   660,000円 （Ｒ７.７.31契約済。契約金額：704,000円） 

・ 入口階段・ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ等修繕 1,056,000円 （Ｒ７.７.16契約済。契約金額：1,100,000円） 

・ 非常照明・誘導灯設備器具 LED化 3,927,000円 （Ｒ７.７.11契約済。契約金額：2,860,000円） 
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議題３ 令和８年度事業計画（案）について 

 

１ 展示事業 

 期 間 等 事 業 名 内 容 

 令和８年 

６月 23日  

～９月 23日 

[特別展Ⅰ] 

「（仮）新渡戸家と稲造」 

稲造の人生に大きな影響を与えた新渡戸家の人々の

精神や業績につい紹介する。 

 令和８年 

11月 10日 

～12月 13日 

[特別展Ⅱ] 

「（仮）収蔵展」 
収蔵資料を紹介する。 

 令和９年 

１月 26日 

～４月３日 

[特別展Ⅲ] 

「雛人形展」 

当館所蔵の雛人形のほか、市内旧家に伝わる花巻人

形などを一堂に会して展示し、一足早く春の息吹を

来館者に感じていただく。 

 

２ 教育・普及事業 

 期 間 等 事 業 名 内 容 

 

令和８年 10月 
開館記念行事 

「新渡戸フェスティバル」 

・無料開放日。 

・安野地域で伝承されている神楽、こども園園児に

よる神楽(しんがく)と和太鼓の公演。 

・講演会の開催。 

・地元団体のお茶会の開催。 

 
令和８年 11月 移動研修 

市広報により参加者を公募し、新渡戸氏ゆかりの地

を訪ねる。訪問先：未定。 

 
通 年 出前講座 

各学校のほか、市内外の各種団体の要望に応じて講

座・講演等を行う。 

 

３ その他の事業 

 期 間 等 事 業 名 内 容 

 

通 年 
新渡戸記念館「友の会」会員

募集の推進 

市民に当記念館の存在と、花巻と新渡戸氏の関わり

を広く周知させることを目的として、友の会の会員

を募集する。 

 

４ 管理運営について 

開館から 30 年以上経過し、施設及び設備関係の老朽化が進んでいることから、令和８年度以降

も計画的な修繕を実施し、来館者への快適性・安全性を確保するように記念館の管理運営に努める。 
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花巻新渡戸記念館条例 

 

（設置） 

第１条 新渡戸氏及び新田開発等に関する資料（以下「資料」という。）の収集、保存、展示等を行い、

文化の向上に資するため、花巻新渡戸記念館（以下「記念館」という。）を設置する。  

（名称及び位置） 

第２条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。   

名称 位置 

花巻新渡戸記念館 花巻市高松第９地割21番地 

（事業） 

第３条 記念館は、次の事業を行う。 

(１) 資料を収集し、保存し、展示すること。  

(２) 資料の利用に関し必要な説明、指導及び助言を行うこと。  

(３) 資料に関する調査研究を行うこと。  

(４) その他記念館設置の目的を達成するために必要なこと。  

（休館日） 

第４条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、これを変

更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。  

(１) 月曜日（休日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日をいう。以

下同じ。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日) 

(２) 12月28日から翌年１月３日まで 

（開館時間） 

第５条 記念館の開館時間は、午前８時30分から午後４時30分までとする。ただし、教育長が特に必

要と認めるときは、これを変更することができる。  

（入館料） 

第６条 記念館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、市

長が特別の理由があると認めるときは、入館した後において市長が定める期日までに納付すること

ができる。 

（入館料の減免） 

第７条 市長は、公益上必要と認めるときは、前条の入館料の全部又は一部を免除することができる。  

（入館料の不還付） 

第８条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りで

ない。 

（資料の特別利用） 

第９条 記念館において資料の貸出し、撮影、模写等特別の利用をしようとする者は、花巻市教育委員

会（以下「教育委員会」という。）の許可を受けなければならない。  

（行為の禁止） 

第10条 記念館においては、次に掲げる行為をしてはならない。  

(１) 記念館、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。  

(２) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。  

(３) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。  
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(４) 立入禁止区域に立ち入ること。  

(５) その他記念館の管理上支障がある行為をすること。  

２ 教育委員会は、前項の行為を行った者に対し、退去を命ずることができる。  

（運営協議会） 

第11条 記念館の運営に関し必要な事項を協議するため、記念館に花巻新渡戸記念館運営協議会（以

下「協議会」という。）を置く。  

２ 協議会の委員は、教育委員会が任命する。  

３ 協議会の委員の定数は10人以内とし、任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

（委任） 

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の花巻新渡戸記念館条例（平成３年花巻市条例第16号。

以下「合併前の条例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条

例の相当規定によりなされたものとみなす。  

３ 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった入館料の取扱いについては、なお合併前

の条例の例による。 

 附 則（平成28年3月4日条例第10号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

別表（第６条関係） 

１ 単独入館料 

 区分 
入館料 

個人 20人以上の団体(１人につき) 

小学校児童及び中学校・高等学校

生徒 
150円 100円

一般 300円 250円

２ 共通入館料 

 対象施設 区分 入館料(１人につき) 

花巻新渡戸記念館 
小学校児童及び

中学校生徒 

２館共通 200円

３館共通 300円

宮沢賢治記念館 ４館共通 400円

高等学校生徒及

び学生 

２館共通 350円

宮沢賢治童話村賢治の学校 ３館共通 550円

４館共通 650円

花巻市博物館  ２館共通 550円

一般 ３館共通 800円

 ４館共通 1,000円
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花巻新渡戸記念館管理運営規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、花巻新渡戸記念館条例（平成18年花巻市条例第250号。以下「条例」という。）

第12条の規定に基づき、花巻新渡戸記念館（以下「記念館」という。）の管理運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（入館の手続） 

第２条 記念館に入館しようとする者は、入館前に条例第６条に規定する入館料を納付し、花巻新渡戸

記念館入館券（様式第１号）の交付を受けなければならない。  

２ 条例第6条のただし書きの規定により入館後の入館料の納付ができる場合は、次の各号のいずれか

に該当する場合とする。 

(１) 旅行業法（昭和27年法律第239号）に規定する登録を受けて旅行業を営む旅行業者又は旅行代

理業者が、市と観光券等の取扱いに関する契約を締結しているとき  

(２) 前号に揚げるもののほか、市長が特に認める場合  

（入館料の免除） 

第３条 条例第７条の規定による入館料の全部の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(１) 市（市の機関を含む。）が共催する事業のために入館しようとする場合  

(２) 旅行業又は旅行業代理業を営む者が主催する観光ガイドのための研修等市への誘客に資する

研修のために入館しようとする場合  

(３) 市の公益に資する取材又は報道のために入館しようとする場合  

(４) 修学旅行その他の団体旅行のために入館しようとする者の引率者、当該旅行の旅客の運送を

行う自動車等の運転手及び添乗する者が当該旅行及び当該旅行の下見を目的として入館しようと

する場合 

(５) 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する市内の学校又は専修学校の児童又は生徒及び

引率する教職員等が教育課程における学習活動及び当該活動の下見を目的として入館しようとす

る場合 

(６) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け

た者（身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第１項に規定する保護者が身体障害者手帳の

交付を受けている場合にあっては、当該15歳未満の者）及びその介護人が入館しようとする場合  

(７) 都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項に規定する指定都市

の長から療育手帳（児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された

者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。）の

交付を受けた者及びその介護人が入館しようとする場合  

(８) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条の規定により精神

障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護人が入館しようとする場合  

(９) 戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受け

た者及びその介護人が入館しようとする場合  

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第４

条第１項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令に定めるも

のによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者及びその介護人が入館しようと

する場合 

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認める場合  
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２ 条例第７条の規定による入館料の一部の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該免

除の額は、入館料の５割の範囲内で市長が定める額とする。  

(１) 市が後援する事業のために入館しようとする場合  

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認める場合  

３ 前２項の規定により入館料の免除を受けようとする者は、あらかじめ、花巻新渡戸記念館入館料免

除申請書（様式第２号。以下次項において「免除申請書」という。）を市長に提出し、その承認を得

なければならない。ただし、第１項第11号及び前項第２号の規定により免除を受けようとする場合

であって市長が別に定める書面を提示するときにあってはこの限りでない。  

４ 前項の規定にかかわらず、第１項第６号から第10号までの規定により免除を受けようとする場合

にあっては、身体障害者手帳その他障害の程度が確認できるものの提示をもって、免除申請書を提

出したものとみなす。 

（入館料の還付） 

第４条 条例第８条ただし書の規定による入館料の還付は、次の各号に定める理由に該当するものに

ついて、当該各号に定めるところによるものとする。  

(１) 災害その他入館料を納付した者の責めに帰すことのできない理由により観覧ができなくなっ

たとき 全額 

(２) その他市長が特別の理由があると認めるとき  全額又は100分の50 

２ 前項の規定により入館料の還付を受けようとする者は、花巻新渡戸記念館入館料還付申請書（様式

第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。  

（資料の特別利用許可の申請等）  

第５条 条例第９条の規定により許可を受けようとする者は、記念館資料貸出許可（変更）申請書（様

式第４号）又は記念館資料特別利用許可（変更）申請書（様式第５号）を館長に提出しなければなら

ない。 

２ 館長は、前項の規定による申請を適当と認め、利用を許可するときは、記念館資料貸出（変更）許

可書（様式第６号）又は記念館資料特別利用（変更）許可書（様式第７号）を交付するものとする。  

３ 資料の貸出しを受けた者が当該資料を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに記念館資料

汚損（損傷、亡失）報告書（様式第８号）を館長に提出し、その指示を受けなければならない。  

（汚損等の届出） 

第６条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、速やかに館長に届け出なければな

らない。 

（運営協議会の所掌） 

第７条 条例第11条の規定による花巻新渡戸記念館運営協議会（以下「協議会」という。）は、館長の

諮問に応じ、次に掲げる事項を協議する。  

(１) 記念館運営の基本的方針及び計画策定に関すること。  

(２) 資料展示の企画及び実施に関すること。  

(３) その他記念館運営上重要と認められること。  

（会長） 

第８条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。  

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。  

３  会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理す

る。 

（会議） 

第９条 協議会は、会長が招集する。 
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２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

（補則） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の花巻新渡戸記念館規則（平成３年花巻市規則第20号）

の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみ

なす。 

附 則（平成25年10月10日教委規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則（平成28年3月25日教委規則第４号） 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 



参考資料１

令和６年度　来館者アンケート集計結果

◆ 期　間 令和６年４月15日～令和７年３月31日

◆ 方　法 ホール（事務室横）へアンケート用紙と回収箱を設置し、自由に記載していただいている。

◆ 回答総数 72 人 ※ 令和６年度入館者数  8,754人

問１  年代

項　目 回答

20歳未満 16

20歳代 3

30歳代 2

40歳代 6

50歳代 11

60歳代 14

70歳以上 22

計 74

問２  住まい

項　目 回答

市内 8

市外（県内） 10

県外 53

国外 1

計 72

0

5

10

15

20

25

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

市内 11%

市外（県内）

14%

県外

74%

国外 1%



問３  当館を何で知りましたか

項　目 回答

新聞・情報誌 9

テレビ・ラジオ 0

ポスター・チラシ 8

インターネット 12

知人・友人から 8

たまたま花巻に来て 24

その他 16

計 77

問４  企画展・特別展を何で知りましたか

項　目 回答

新聞・情報誌 4

テレビ・ラジオ 0

ポスター・チラシ 6

インターネット 9

知人・友人から 6

たまたま花巻に来て 19

その他 14

無回答 16

計 74

新聞・情報誌

12% テレビ・ラジオ 0%

ポスター・チラシ

10%

インターネット

16%

知人・友人から

10%

たまたま花巻に来

て

31%

その他

21%

新聞・情報誌

5%

テレビ・ラジオ 0%

ポスター・チラシ 8%

インターネット

12%

知人・友人から

8%

たまたま花巻に来

て

26%

その他

19%

無回答

22%



問５  当館の展示内容はいかがでしょうか

項　目 回答

とても良い 59

まあまあ良い 11

もっと工夫すべき 1

無回答 1

計 72

問６  花巻市の歴史・先人・先達についてはいかがでしたか

項　目 回答

興味深かった 59

やや興味深かった 10

特になし 1

無回答 2

計 72

とても良い

82%

まあまあ良い

15%

もっと工夫すべき 2%
無回答 1%

興味深かった

82%

やや興味深かった

14%

特になし

1%

無回答 3%



問７  今後へ向けての意見・希望

№

1

2

7

13

14

17

3

静かでわかりやすい展示でよかったです。

勉強になりました。

千葉県 優れた展示が多くあるので、もっと県外にアピールできると良いと思った。

千葉県

兵庫県

宮城県

北上市

連休を利用して初めて来館できました。展示がとてもわかりやすく、とても良かっ

たです。ありがとうございました。

4

6

5

11

12

来て良かったです。素晴らしい日本人がいたのですね。

わかりやすく声をかけていただきありがとうございました。

ビデオでよくわかりました。

新渡戸さんの名前は知っていましたが、何を行った人かは全く知らなかったので、

とても勉強になりました。ステキな岩手の風景は、新渡戸さんや昔の人があっての

ことなんだとつくづく思いました。ジブリ展をまたやってほしいです。

新渡戸稲造の先祖について、詳細が知れて勉強になりました。昨日は盛岡にいまし

たが、盛岡の先人記念館が昨日は月曜日のため閉館で残念だったので、本日こちら

に寄りました。稲造の一生について、展示内容を一冊にまとめた図録が欲しいで

す。賢治記念館から歩いてきましたが、かなり遠く感じました。コミュニティバス

の便がもう少したくさんあれば、賢治ファンもこちらに寄るのではないでしょう

か。新渡戸稲造の文章は読み手にあわせて分かりやすく書かれており、「武士道」

以外の莫大な著作物の紹介もあればなおよいかと感じました。ありがとうございま

した。

花巻市やその他の市へ初めて訪問し、春といっても今日は雪。何故かビックリする

ことばかりの岩手旅行でした。

前項６．（質問の６番）は正直のところ期待してはいなかったが思わず見入ってし

まった。広域な内容展示より的が絞られていて、のめり込み易かった。

年代 意見・希望等

20歳未満

30歳代

お住まい

青森県

市内

秋田県

20歳代

山形県

　新渡戸稲造について、これまで詳しくは知る機会がなく、偶然にもこの施設を知

れて訪れました。

　書籍、要約本などあれば、ぜひ読んでみたいです。

神奈川県

　『武士道』すごく読みたくなったので、数冊置いて販売してもいいのではと思い

ました。

　今日一日ですごく詳しくなれました。ありがとうございました。

東京都
普連土学園、東京女子大を卒業した者です。教育者としての姿にフォーカスした展

示も見たいです。

おもしろかった。

これからもがんばってください。

5,000円札の人というイメージしかなかったが、先祖様も凄い人が多いと知れて大

変良かったです。

19

18 広島県

三重県

50歳代

15 京都府

秋田県
新渡戸氏に対してとても勉強になったので、もっと広くここが知られるといいな、

と感じました。
8

9 茨城県
これは知るべき。中尊寺のついでです。宮沢（賢治）記念館と志波城跡にも行きま

す。
40歳代

宮城県10

青森県

16 秋田県
“Haste not　Rest not（急がず、休まず）”をプリントして売って欲しい。壁にかけ

たい。



№

20

28

29

30

31

33

35 北上市 感動しました‼

　ひと通りのことは知っているつもりでしたが、今回のことで、父祖の頃からの当

地とのつながりなど、より深く知ることができました。ジオラマや映像も見ごたえ

がある立派なものでした。ありがとうございました。

静岡県

初めての見学であり、歴史上の人物でとても良いと思います。

有難うございました。

母方一関出身。もっと早く詳しく知りたかった。

母死亡より30年経過している。

60歳代

　新渡戸稲造のルーツが花巻なこと、そして花巻の歴史もよくわかりました。あり

がとうございます。

　写真撮影をOKにしてくれるのが、今、他館でも増えていると思います。SNSで

も来館者増につながると思います。

来館出来て大変良かった。

もっと多くの人達に知ってもらってください。

大変すばらしい展示で感銘を受けました。後日の勉強の為にも、館内展示物の撮影

（写真）をお許しいただきたい。

秋田県

東京都

25

26

来てよかった。新渡戸稲造がどういう人か判ったような気がした。

もっとPRを！機会があればふるさと納税したい。

　5,000円札と「武士道」以外、知る事が少なかったが、偉人の生涯を知れてよ

かった。「望み心に満つれば人老ゆることなし」はげみになります。

21

22

32

山形県

千葉県

宮城県

大阪府

東京都

東京都

千葉県

宮城県

年代 お住まい 意見・希望等

36

70歳以上

金ケ崎町
稲造さんの事を岩手に住んでいながら全く存じあげませんでした。偉大だった事を

知れてとてもよかったです。

24
岩手県内

（未記入）
とてもすばらしく、わかりやすかったです。

34 市内
目線より以下のものがあり、しゃがんで読みました。多くの偉人がいることを知ら

せてくれる記念館です。また多くの事実を知ることができました。

23 市内
スタンプラリーの時に良くきてますが、今回のスライドはとてもわかりやすかった

です。島（善鄰）さんのことも知りませんでした。

千葉県

27

ありがとうございました。

名前を知っていても、その功績、人生を知らなかったので、来て良かったです。



参考資料２

令和７年度　来館者アンケート集計結果

◆ 期　間 令和７年４月１日～令和７年11月30日

◆ 方　法 ホール（事務室横）へアンケート用紙と回収箱を設置し、自由に記載していただいている。

◆ 回答総数 33 人 ※ 令和７年11月末日時点入館者数  7,018人

問１  年代

項　目 回答

20歳未満 8

20歳代 1

30歳代 3

40歳代 4

50歳代 2

60歳代 6

70歳以上 9

計 33

問２  住まい

項　目 回答

市内 2

市外（県内） 5

県外 25

国外 1

計 33

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

市内 6%

市外（県内）

15%

県外

76%

国外 3%



問３  当館を何で知りましたか

項　目 回答

新聞・情報誌 0

テレビ・ラジオ 1

ポスター・チラシ 4

インターネット 9

知人・友人から 5

たまたま花巻に来て 11

その他 3

無回答 1

計 34

問４  企画展・特別展を何で知りましたか

項　目 回答

新聞・情報誌 1

テレビ・ラジオ 0

ポスター・チラシ 3

インターネット 5

知人・友人から 4

たまたま花巻に来て 13

その他 1

無回答 6

計 33

新聞・情報誌

0%

テレビ・ラジオ 3%

ポスター・チラシ

12%

インターネット

26%

知人・友人から

15%

たまたま花巻に来

て

32%

その他 9%

無回答

3%

新聞・情報誌

3%

テレビ・ラジオ 0%

ポスター・チラシ 9%

インターネット

15%

知人・友人から

12%

たまたま花巻に来

て

40%

その他

3%

無回答

18%



問５  当館の展示内容はいかがでしょうか

項　目 回答

とても良い 27

まあまあ良い 4

もっと工夫すべき 1

無回答 1

計 33

問６  花巻市の歴史・先人・先達についてはいかがでしたか

項　目 回答

興味深かった 26

やや興味深かった 7

特になし 0

無回答 0

計 33

とても良い

82%

まあまあ良い

12%

もっと工夫すべき 3% 無回答 3%

興味深かった

79%

やや興味深かった

21%

特になし 0%
無回答 0%



問７  今後へ向けての意見・希望（抜粋）

№

1

5

9

4
岩手県外

BUSHIDOの中身がみたかった。

東京都

日本にいた時の郷土会についても、稲造の功績を発表してもいいのではないか。

宮城県

　大変興味深かったです。新渡戸稲造先生と宮沢賢治との共通点が知れ、よかった

です。

　「武士道」を分かりやすく確認できました。5,000円札は変わってしまいました

が、もっと評価されて然るべきです。

　露・ウクライナなど、情勢が不安定なときこそ。

30歳代

2

8

宮城県

3 秋田県

（未記入）

60歳代
10

近隣住居、同僚に当館のことを伝えたい。

今まで五千円札の肖像の人、「武士道」の作者という認識しかなかったが、展示品

を拝見してみて、変動激しい時代を生き、為すべきことを為した偉人であると知り

ました。

すばらしい内容で、生き方に感銘をうけました。

祖先が花巻出身である事は知らなかった。

武士道の根底となる柱の表が分かりやすかった。

イベント開催し（子供向け）記念館をＰＲしてください。

これまで賢治のイメージが強く、なかなか来れなかったのですが来れて大満足でし

た。先祖関係の地ということもあると思いますが、稲造関連のことをもっと知りた

いです。

年代 意見・希望等

20歳未満

お住まい

宮城県 クイズが面白かった。新渡戸についてはほんのり知っていたので、さらに知れた。

三重県

遠野市

山形県

福岡県

11

12

50歳代

6

7

40歳代

70歳以上



























社会教育関連施設の開館時間・休館日の見直しについて 

 

１ 趣旨 

 １１月２１日に実施した職員の働き方改革推進に向けた開庁時間の見直し

に関する説明会において、社会教育関連施設についても触れておりましたが、

以下のとおり１２月議会に追加提案したいと考えております。 

 

２ 施設運営の現状 

(1) 施設の開館時間について 

  各施設の条例においても開館時間を８時３０分と定めており、この時間に

開館するために、施設、設備の点検や開錠、空調の運転などのほか、冬季は

降雪の状況によって早朝に出勤し、除雪を行うなど、日常的に時間外勤務に

より対応しており、働き方改革の観点からも好ましくないと考えております。 

 

(2) 休館日について 

現在は来館者の利便性を高めるため、ほとんどの施設でほぼ通年開館して

いる状況にあり、施設の清掃や設備の点検などの日程調整にも苦慮しており

ます。 

 

３ 現在検討している内容（詳細は資料 No.2のとおり） 

  前述のとおり施設の運営に課題が生じていることから、以下の取組により

状況を改善し、施設の安定運営につなげることで、サービスの向上を図ってま

いりたいと考えております。施設の休館日については、花巻市観光協会などか

ら意見を伺って設定したものです。 

 (1) 開館時間の変更 

 原則として午前９時から午後４時３０分とすること。 

   （大迫郷土文化保存伝習館については、利用の実態を踏まえ、午前９時 30

分の開館としています。） 

 

 (2)休館日の設定 

  ア 毎週の休館日は、月曜日、あるいは火曜日とし、施設ごとに定めます。 

 （休館日が祝日などに当たった際には、その翌日以後の休日とならない日） 

イ 年末年始は、毎年 12月 28日から 1月３日としようとするもの。 

 

 (3) 施行日 

    施行を令和８年４月１日とし、関係条例の改正について議会での承認

が得られた後、関係機関の協力もいただきながら、周知を図ってまいりま

す。 

資料 No.１ 



 

                                         資料 No.２ 

 

社会教育関連施設の開館時間・休館日について 

番

号 
施設名 

休館日 開閉館時間 

【条例規定】 

①週休日 

➁年末年始 

【現行運用】 

①週休日 

➁年末年始 

【見直し案】 

①週休日 

➁年末年始 

改正の

要否 

【条例】 

①開館時間 

➁閉館時間 

【 見 直 し

案】 

①開館時間 

➁閉館時間 

改正の

要否 

1 大迫郷土文化保存

伝習館 

①月曜日 

➁11/1～4/30 

①月曜日 

➁11/1～4/30 

変更なし 不要 ① 9：00 

➁16：00 

【展示室】 

① 9：30 

➁変更なし 

①必要 

➁不要 

2 宮沢賢治童話村 

賢治の学校  

①月曜日 

（㊗の場合翌日以降）

➁12/28～1/3 

①週休日無し 

➁12/28～1/1 

①月曜日 

（㊗の場合翌日以降）

➁条例どおり 

①必要 

②不要 

① 8：30 

➁16：30 

① 9：00 

➁変更なし 

①必要 

➁不要 

3 宮沢賢治記念館 ①月曜日 

（㊗の場合翌日以降）

➁12/28～1/3 

①週休日無し 

➁12/28～1/1 

①火曜日※ 

（㊗の場合翌日以降）

➁条例どおり 

①必要 

②不要 

① 8：30 

➁16：30 

① 9：00 

➁変更なし 

①必要 

➁不要 

4 宮沢賢治 

イーハトーブ館 

①月曜日 

（㊗の場合翌日以降）

➁12/28～1/3 

①週休日無し 

➁12/28～1/1 

①火曜日※ 

（㊗の場合翌日以降）

➁条例どおり 

①必要 

②不要 

① 8：30 

➁16：30 

① 9：00 

➁変更なし 

①必要 

➁不要 

5 花巻新渡戸記念館 ①月曜日 

（㊗の場合翌日以降）

➁12/28～1/3 

①週休日無し 

➁12/28～1/1 

①月曜日 

（㊗の場合翌日以降）

➁条例どおり 

①不要 

②不要 

① 8：30 

➁16：30 

① 9：00 

➁変更なし 

①必要 

➁不要 

6 花巻市博物館 

（分館・石鳥谷歴

史民俗資料館を含

む。ただし休館中

につき期間展示） 

①月曜日 

（㊗の場合翌日以降）

➁12/28～1/3 

①週休日無し 

➁12/28～1/1 

①月曜日 

（㊗の場合翌日以降）

➁条例どおり 

①不要 

②不要 

① 8：30 

➁16：30 

① 9：00 

➁変更なし 

①必要 

➁不要 

7 石鳥谷農業伝承館 ①週休日無し 

➁12/29～1/1 

①週休日無し 

➁12/29～1/1 

①月曜日 

（㊗の場合翌日以降）

➁12/28～1/３ 

必要 ① 8：30 

➁16：30 

① 9：00 

➁変更なし 

①必要 

➁不要 

8 萬鉄五郎記念美術

館 

①月曜日 

（㊗の場合翌日以降）

②12/29～1/3 

①月曜日 

（㊗の場合翌日以降）

②12/29～1/3 

①変更なし 

➁12/28～1/3 

①不要 

➁必要 

① 8：30 

➁16：30 

① 9：00 

➁変更なし 

①必要 

➁不要 

9 高村光太郎記念館 ①なし 

②12/28～1/3 

①なし 

②12/28～1/3 

①月曜日 

（㊗の場合翌日以降）

➁変更なし 

①必要 

➁不要 

① 8：30 

➁16：30 

① 9：00 

➁変更なし 

①必要 

➁不要 

※宮沢賢治記念館、宮沢賢治イーハトーブ館の休館日を火曜日とすることについては、観光協会などからの意見聴取を踏まえ、

休館日を分散させようとするもの。 






